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議 案 第 ３ 号  岩 見 沢 市 事 務 分 掌 条 例 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

（部の設置） 

第１条 市長は、その権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。 

総務部 

企画財政部 

情報政策部 

健康福祉部 

市民環境部 

農政部 

経済部 

建設部 

水道部 

（部の固有事務） 

第３条 各部の固有の分掌事務は、おおむね次のとおりとするが、複数の部の

分掌にわたると認められる事項については、前条の例により、それぞれ連携

及び協調して処理しなければならない。 

総務部 

(1)～(6) 略 

 

 

(7) 他の部の主管に属しない事項 

企画財政部 

（部の設置） 

第１条 市長は、その権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。 

総務部 

企画財政部 

 

健康福祉部 

市民環境部 

農政部 

経済部 

建設部 

水道部 

（部の固有事務） 

第３条 各部の固有の分掌事務は、おおむね次のとおりとするが、複数の部の

分掌にわたると認められる事項については、前条の例により、それぞれ連携

及び協調して処理しなければならない。 

 総務部 

(1)～(6) 略 

(7) 契約に関する事項 

(8) 工事の検査に関する事項 

(9) 他の部の主管に属しない事項 

企画財政部 



議 案 第 ３ 号  岩 見 沢 市 事 務 分 掌 条 例 新 旧 対 照 表 
№２ 

現               行 改       正       後 

(1)～(6) 略 

(7) 契約に関する事項 

(8) 工事の検査に関する事項 

情報政策部 

(1) 情報政策及び情報システムに関する事項 

 健康福祉部 略 

 市民環境部 略 

 農政部 略 

経済部 略 

建設部 略 

水道部 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)～(6) 略 

(7) 情報政策及び情報システムに関する事項 

 

 

 

 健康福祉部 略 

 市民環境部 略 

 農政部 略 

経済部 略 

建設部 略 

水道部 略 

 

 

 



議 案 第 ４ 号  岩 見 沢 市 情 報 公 開 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

※ 第１条関係（岩見沢市情報公開条例） 

 

（罰則） 

第２２条 第１６条第７項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の

懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第１条関係（岩見沢市情報公開条例） 

 

（罰則） 

第２２条 第１６条第７項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の

拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ４ 号  岩 見 沢 市 情 報 公 開 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№２ 

現               行 改       正       後 

※ 第２条関係（岩見沢市個人情報の保護に関する法律施行条例） 

 

   附 則 

（経過措置） 

第２条 略 

２ 略 

３ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実

施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第２条第

４号アに規定する個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工

したものを含む。）をこの条例の施行後に提供したときは、２年以下の懲役又

は１００万円以下の罰金に処する。 

(1)及び(2) 略 

４ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前にお

いて旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しく

は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下

の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

５ 略 

 

 

 

 

 

 

※ 第２条関係（岩見沢市個人情報の保護に関する法律施行条例） 

 

   附 則 

（経過措置） 

第２条 略 

２ 略 

３ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実

施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第２条第

４号アに規定する個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工

したものを含む。）をこの条例の施行後に提供したときは、２年以下の拘禁刑

又は１００万円以下の罰金に処する。 

(1)及び(2) 略 

４ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前にお

いて旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しく

は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下

の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。 

５ 略 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ４ 号  岩 見 沢 市 情 報 公 開 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№３ 

現               行 改       正       後 

※ 第３条関係（一般職員の給与に関する条例） 

 

第１６条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にか

かわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあっては、

その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

(1)及び(2) 略 

(3) 基準日前１か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前

日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職した

日から当該支給日の前日までの間に禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受け

た者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

第１６条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職

員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について

禁錮
こ

以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律

第１３１号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。第５項におい

て同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(2) 略 

※ 第３条関係（一般職員の給与に関する条例） 

 

第１６条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にか

かわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあっては、

その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

(1)及び(2) 略 

(3) 基準日前１か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前

日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職した

日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受け

た者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

第１６条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職

員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について

拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法

律第１３１号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。第５項にお

いて同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(2) 略 



議 案 第 ４ 号  岩 見 沢 市 情 報 公 開 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№４ 

現               行 改       正       後 

２～４ 略 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至

った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。た

だし、第３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の

在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これ

を取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、こ

の限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられなかった場合 

(2)及び(3) 略 

６～８ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２～４ 略 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至

った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。た

だし、第３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の

在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これ

を取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、こ

の限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

(2)及び(3) 略 

６～８ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ４ 号  岩 見 沢 市 情 報 公 開 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№５ 

現               行 改       正       後 

※ 第４条関係（岩見沢市恩給条例） 

 

（在職年の計算諸則） 

第１２条 略 

２及び３ 略 

４ 次に掲げる年月数は、在職年からこれを除算する。 

(1) 略 

(2) 在職中の職務に関する犯罪（過失犯を除く。）により禁こ以上の刑に処

せられたる者の引き続いた在職年。ただし、その在職が再就職後になされ

たものであるときは、その再就職後の在職年月 

(3)及び(4) 略 

（給付の制限） 

第４９条 この条例に基づく恩給を受けるべき者が、故意に給付理由を発生さ

せたとき又は懲戒処分を受け若しくは禁こ以上の刑に処せられたときは、そ

の恩給の全部又は一部を給付しないことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第４条関係（岩見沢市恩給条例） 

 

（在職年の計算諸則） 

第１２条 略 

２及び３ 略 

４ 次に掲げる年月数は、在職年からこれを除算する。 

(1) 略 

(2) 在職中の職務に関する犯罪（過失犯を除く。）により拘禁刑以上の刑に

処せられたる者の引き続いた在職年。ただし、その在職が再就職後になさ

れたものであるときは、その再就職後の在職年月 

(3)及び(4) 略 

（給付の制限） 

第４９条 この条例に基づく恩給を受けるべき者が、故意に給付理由を発生さ

せたとき又は懲戒処分を受け若しくは拘禁刑以上の刑に処せられたときは、

その恩給の全部又は一部を給付しないことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ４ 号  岩 見 沢 市 情 報 公 開 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№６ 

現               行 改       正       後 

※ 第５条関係（岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例） 

 

（退職手当の支払の差止め） 

第１３条 市長は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し

止める処分を行うものとする。 

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑

が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）

第６編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。）をされた場合に

おいて、その判決の確定前に退職をしたとき。 

(2) 略 

２～４ 略 

５ 市長は、第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った後に、次の

各号のいずれかに該当するに至った場合には、すみやかに当該支払差止処分

を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合において、当

該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件

に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の

目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

(1) 略 

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となっ

た起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（禁錮以上の

刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴を提

起しない処分があった場合であって、次条第１項の規定による処分を受け

※ 第５条関係（岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例） 

 

（退職手当の支払の差止め） 

第１３条 市長は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し

止める処分を行うものとする。 

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の

刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）

第６編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。）をされた場合に

おいて、その判決の確定前に退職をしたとき。 

(2) 略 

２～４ 略 

５ 市長は、第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った後に、次の

各号のいずれかに該当するに至った場合には、すみやかに当該支払差止処分

を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合において、当

該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件

に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の

目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

(1) 略 

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となっ

た起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（拘禁刑以上

の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴を

提起しない処分があった場合であって、次条第１項の規定による処分を受



議 案 第 ４ 号  岩 見 沢 市 情 報 公 開 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№７ 

現               行 改       正       後 

ることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があっ

た日から６月を経過した場合 

(3) 略 

６～１０ 略 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第１４条 市長は、退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の

額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該退職をした者（第１号又は第２号に該当する場合において、当該退職を

した者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を

承継した者）に対し、第１２条第１項に規定する事情及び同項各号に規定す

る退職をした場合の一般の退職手当等の額との均衡を勘案して、当該一般の

退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができ

る。 

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあって

は、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職後に禁

錮以上の刑に処せられたとき。 

(2)及び(3) 略 

２～６ 略 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第１５条 市長は、退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額

が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職

をした者に対し、第１２条第１項に規定する事情のほか、当該退職をした者

の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が

けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があ

った日から６月を経過した場合 

(3) 略 

６～１０ 略 

（退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第１４条 市長は、退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の

額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該退職をした者（第１号又は第２号に該当する場合において、当該退職を

した者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を

承継した者）に対し、第１２条第１項に規定する事情及び同項各号に規定す

る退職をした場合の一般の退職手当等の額との均衡を勘案して、当該一般の

退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができ

る。 

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあって

は、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職後に拘

禁刑以上の刑に処せられたとき。 

(2)及び(3) 略 

２～６ 略 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第１５条 市長は、退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額

が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職

をした者に対し、第１２条第１項に規定する事情のほか、当該退職をした者

の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が



議 案 第 ４ 号  岩 見 沢 市 情 報 公 開 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№８ 

現               行 改       正       後 

当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第１１条第３項の規定によ

る退職手当の支給を受けることができた者（次条及び第１７条において「失

業手当受給可能者」という。）であった場合には、これらの規定により算出さ

れる金額(次条及び第１７条において「失業者退職手当額」という。)を除く。）

の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮

以上の刑に処せられたとき。 

(2)及び(3) 略 

２～６ 略 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第１７条 略 

２及び３ 略 

４ 市長は、退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に

関し禁錮以上の刑に処せられた後において第１５条第１項の規定による処分

を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から６

月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が

当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般

の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合に

は、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる

処分を行うことができる。 

５～８ 略 

 

当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第１１条第３項の規定によ

る退職手当の支給を受けることができた者（次条及び第１７条において「失

業手当受給可能者」という。）であった場合には、これらの規定により算出さ

れる金額(次条及び第１７条において「失業者退職手当額」という。)を除く。）

の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁

刑以上の刑に処せられたとき。 

(2)及び(3) 略 

２～６ 略 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第１７条 略 

２及び３ 略 

４ 市長は、退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に

関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第１５条第１項の規定による処

分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から

６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者

が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該

一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場

合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命

ずる処分を行うことができる。 

５～８ 略 

 



議 案 第 ４ 号  岩 見 沢 市 情 報 公 開 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№９ 

現               行 改       正       後 

※ 第６条関係（岩見沢市における散骨の適正化に関する条例） 

 

（罰則） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は１００万

円以下の罰金に処する。 

(1)～(3) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第６条関係（岩見沢市における散骨の適正化に関する条例） 

 

（罰則） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の拘禁刑又は１００

万円以下の罰金に処する。 

(1)～(3) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ４ 号  岩 見 沢 市 情 報 公 開 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№１０ 

現               行 改       正       後 

※ 第７条関係（岩見沢市鉄北地域振興センター条例） 

 

（使用の不許可） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許

可しない。 

(1)～(5) 略 

(6) 申請者が禁錮
こ

以上の刑に処せられた者でその刑の執行を受けることが

なくなった日から３年を経過していないものであるとき。 

(7)及び(8) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第７条関係（岩見沢市鉄北地域振興センター条例） 

 

（使用の不許可） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許

可しない。 

(1)～(5) 略 

(6) 申請者が拘禁刑以上の刑に処せられた者でその刑の執行を受けること

がなくなった日から３年を経過していないものであるとき。 

(7)及び(8) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ４ 号  岩 見 沢 市 情 報 公 開 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№１１ 

現               行 改       正       後 

※ 第８条関係（岩見沢市公設卸売市場条例） 

 

（卸売業者の承認等） 

第１０条の２ 略 

２ 前項の承認をする場合において、その者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、その承認をしないものとする。 

(1) 略 

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せ

られた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがな

くなった日から起算して２年を経過しない者であるとき。 

(3)～(6) 略 

３ 略 

（せり人の承認等） 

第１５条 略 

２ 略 

３ 市長は、前項の承認をする場合において、その者が次の各号のいずれかに

該当するときは、その承認をしないものとする。 

(1) 略 

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せ

られた者で、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがなく

なった日から起算して２年を経過しない者であるとき。 

(3)及び(4) 略 

４ 略 

※ 第８条関係（岩見沢市公設卸売市場条例） 

 

（卸売業者の承認等） 

第１０条の２ 略 

２ 前項の承認をする場合において、その者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、その承認をしないものとする。 

(1) 略 

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処

せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが

なくなった日から起算して２年を経過しない者であるとき。 

(3)～(6) 略 

３ 略 

（せり人の承認等） 

第１５条 略 

２ 略 

３ 市長は、前項の承認をする場合において、その者が次の各号のいずれかに

該当するときは、その承認をしないものとする。 

(1) 略 

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処

せられた者で、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがな

くなった日から起算して２年を経過しない者であるとき。 

(3)及び(4) 略 

４ 略 



議案第５号 岩見沢市における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例新旧対照表 
№１ 

現               行 改       正       後 

 (定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 略 

(2) 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

(3) 個人番号利用事務実施者 法第２条第１２項に規定する個人番号利用 

事務実施者をいう。 

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１４項に規定する情報提

供ネットワークシステムをいう。 

(5) 個人番号利用事務 法第２条第１０項に規定する個人番号利用事務を

いう。 

(6)及び(7) 略 

 

 (定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 略 

(2) 特定個人情報 法第２条第９項に規定する特定個人情報をいう。 

(3) 個人番号利用事務実施者 法第２条第１３項に規定する個人番号利用 

事務実施者をいう。 

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１５項に規定する情報提

供ネットワークシステムをいう。 

(5) 個人番号利用事務 法第２条第１１項に規定する個人番号利用事務を

いう。 

(6) 及び(7) 略 

 

 



議案第６号 岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例等新旧対照表 
№１ 

現               行 改       正       後 

※ 第１条関係（岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例） 

 

（介護休暇） 

第２２条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、子、

配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定め

る期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の介

護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づ

き、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回

を超えず、かつ、通算して６か月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指

定期間」という。）内において勤務しないことが相当であると認められる場合

における休暇とする。 

 

２及び３ 略 

第２２条の２ 略 

 

 

 

 

 

 

※ 第１条関係（岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例） 

 

（介護休暇） 

第２２条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、子、

配偶者の父母その他規則で定める者（第２２条の３第１項において「配偶者

等」という。）で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生

活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をするため、任命権

者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が

当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算

して６か月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）内

において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とす

る。 

２及び３ 略 

第２２条の２ 略 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第２２条の３ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状

況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立

に資する制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」

という。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請

求又は申出（次条において「請求等」という。）に係る当該職員の意向を確認



議案第６号 岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例等新旧対照表 
№２ 

現               行 改       正       後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２３条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度（４

月１日から翌年の３月３１日までをいう。）において、前項に規定する事項を

知らせなければならない。 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

第２２条の４ 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるよ

うにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

第２３条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第６号 岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例等新旧対照表 
№３ 

現               行 改       正       後 

※ 第２条関係（地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例） 

 

   附 則 

（岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律

第６３号。以下「令和３年改正法」という。）附則第４条第１項若しくは第２

項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若しくは第２項

（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）又は第７条第１項から第４項までの規定により採用された職員を

いう。以下同じ。）で地方公務員法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務

の職を占めるものは、第２条の規定による改正後の岩見沢市分限、懲戒及び

勤務条件に関する条例（以下この条において「新条例」という。）第１３条第

１項第１号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規

定を適用する。 

※ 第２条関係（地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例） 

 

附 則 

（岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律

第６３号。以下「令和３年改正法」という。）附則第４条第１項若しくは第２

項（これらの規定を同法附則第９条第２項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若しくは第２項

（これらの規定を同法附則第９条第２項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）又は第７条第１項から第４項までの規定により採用された職員を

いう。以下同じ。）で地方公務員法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務

の職を占めるものは、第２条の規定による改正後の岩見沢市分限、懲戒及び

勤務条件に関する条例（以下この条において「新条例」という。）第１３条第

１項第１号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規

定を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 



議案第７号 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関する条例等新旧対照表 
№１ 

現               行 改       正       後 

※ 第１条関係（非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁

償に関する条例） 

 

別表第２（第４条、第８条関係） 

管外費用弁償定額表 

区分 車賃（１キロメ

ートルにつき） 

日当（１日に

つき） 

宿泊料（１夜につき） 

甲地方 乙地方 

執行機関の委員 ３７円２，８００円１４，０００円１２，６００円

附属機関の委員 ３７円２，６００円１３，１００円１１，８００円

その他の公職者、

証人等 

３７円２，４００円１２，０００円１０，８００円

その他の非常勤の

職員 

３７円２，２００円１０，９００円 ９，８００円

備考 

１ 略 

２ 宿泊料の欄中「甲地方」とは国家公務員等の旅費支給規程（昭和２５

年大蔵省令第４５号）第１４条及び第１５条に規定する地域をいい、「乙

地方」とはその他の地域をいう。 

３ 略 

 

 

※ 第１条関係（非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁

償に関する条例） 

 

別表第２（第４条、第８条関係） 

管外費用弁償定額表 

区分 車賃（１キロメ

ートルにつき） 

日当（１日に

つき） 

宿泊料（１夜につき） 

甲地方 乙地方 

執行機関の委員 ３７円２，８００円１４，０００円１２，６００円

附属機関の委員 ３７円２，６００円１３，１００円１１，８００円

その他の公職者、

証人等 

３７円２，４００円１２，０００円１０，８００円

その他の非常勤の

職員 

３７円２，２００円１０，９００円 ９，８００円

備考 

１ 略 

２ 宿泊料の欄中「甲地方」とは市長が別に定める地域をいい、「乙地方」

とはその他の地域をいう。 

 

３ 略 

 

 



議案第７号 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関する条例等新旧対照表 
№２ 

現               行 改       正       後 

※ 第２条関係（岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例） 

 

別表第１（第５条関係） 

管外費用弁償定額表 

区分 車賃（１キロメ

ートルにつき） 

日当（１日につ

き） 

宿泊料（１夜につき） 

甲地方 乙地方 

議長 ３７円 ３，０００円１４，８００円１３，３００円

副議長及び議員 ３７円 ２，８００円１４，０００円１２，６００円

備考 

１ 略 

２ 宿泊料の欄中「甲地方」とは国家公務員等の旅費支給規程（昭和２５

年大蔵省令第４５号）第１４条及び第１５条に規定する地域をいい、「乙

地方」とはその他の地域をいう。 

３ 略 

 

 

 

 

 

 

※ 第２条関係（岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例） 

 

別表第１（第５条関係） 

管外費用弁償定額表 

区分 車賃（１キロメ

ートルにつき）

日当（１日につ

き） 

宿泊料（１夜につき） 

甲地方 乙地方 

議長 ３７円 ３，０００円１４，８００円１３，３００円

副議長及び議員 ３７円 ２，８００円１４，０００円１２，６００円

備考 

１ 略 

２ 宿泊料の欄中「甲地方」とは市長が別に定める地域をいい、「乙地方」

とはその他の地域をいう。 

 

３ 略 

 

 



議案第８号 岩見沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例新旧対照表 
№１ 

現               行 改       正       後 

（契約期間） 

第３条 長期継続契約における契約の期間は、５年以内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 手 数 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

別表（第２条関係） 

番号 手数料を徴収する事項 手数料の金額 

略 

建築物確認等申請手数料 

１ 建築物に関する確認申請又は計画通知に係る手数料 

(1)～(3) 略  

(4) 床面積の合計が２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のもの 

１件につき ５１，０

００円 

（確認の特例の場合に

あっては、４２，００

０円） 

(5) 床面積の合計が５００平方メートルを超える

もの 

１件につき ８２，０

００円 

備考 

１ 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める面積について算定する。 

(1)及び(2) 略 

(3) 建築物を移転する場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該移転に

係る部分の床面積の２分の１ 

 

(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合 当

別表（第２条関係） 

番号 手数料を徴収する事項 手数料の金額 

略 

建築物確認等申請手数料 

１ 建築物に関する確認申請又は計画通知に係る手数料 

(1)～(3) 略  

(4) 床面積の合計が２００平方メートルを超え、

３００平方メートル以内のもの 

１件につき ５１，０

００円 

 

 

 

(5) 床面積の合計が３００平方メートルを超える

もの 

１件につき ８２，０

００円 

備考 

１ 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める面積について算定する。 

(1)及び(2) 略 

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕又は大規模の模様替をする場

合（次号に掲げる場合を除く。） 当該移転、修繕又は模様替に係る

部分の床面積の２分の１ 

(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 手 数 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№２ 

現               行 改       正       後 

該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１ 

 

２ 略 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 工作物に関する確認申請又は計画通知に係る手数料 

(1) 工作物を築造する場合（次号及び第３号に掲

げる場合を除く。） 

１件につき １７，０

００円 

模の修繕又は大規模の模様替をする場合 当該計画の変更に係る部

分の床面積の２分の１ 

２ 略 

３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成２

８年国土交通省令第５号）第２条第１項第１号イ又はロに掲げる基準に

適合するかどうかの審査をする場合にあっては一の建築物につき、この

項に規定する金額に第７項に定める金額を加算した金額とする。 

２ 建築設備に関する確認申請又は計画通知に係る手数料 

(1) 建築設備を設置する場合（次号及び第３号に

掲げる場合を除く。） 

１件につき １８，０

００円 

(2) 岩見沢市の建築主事又は建築副主事の確認を

受けた建築設備の計画に記載された建築設備を

変更する場合 

１件につき １２，０

００円 

(3) 指定確認検査機関又は北海道の建築主事若し

くは建築副主事の確認を受けた建築設備の計画

に記載された建築設備（岩見沢市の建築主事又は

建築副主事の確認を受けた建築設備の計画に記

載された建築設備を除く。）を変更する場合 

１件につき １９，０

００円 

３ 工作物に関する確認申請又は計画通知に係る手数料 

(1) 工作物を築造する場合（次号及び第３号に掲

げる場合を除く。） 

１件につき １７，０

００円 



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 手 数 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№３ 

現               行 改       正       後 

(2) 岩見沢市の建築主事又は建築副主事の確認を

受けた工作物の計画に記載された工作物を変更

する場合 

１件につき １２，０

００円 

(3) 指定確認検査機関又は北海道の建築主事若し

くは建築副主事の確認を受けた工作物の計画に

記載された工作物（岩見沢市の建築主事又は建築

副主事の確認を受けた工作物の計画に記載され

た工作物を除く。）を変更する場合 

１件につき １８，０

００円 

３ 建築物に関する完了検査申請又は完了通知に係る手数料 

(1) 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの １件につき １７，０

００円 

（当該申請に係る建築

物が建築基準法施行令

第１０条第１号、第３

号又は第４号に掲げる

建築物である場合（以

下「検査の特例の場合」

という。）にあっては、

１５，０００円） 

(2) 床面積の合計が３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

１件につき ２０，０

００円 

(2) 岩見沢市の建築主事又は建築副主事の確認を

受けた工作物の計画に記載された工作物を変更

する場合 

１件につき １２，０

００円 

(3) 指定確認検査機関又は北海道の建築主事若し

くは建築副主事の確認を受けた工作物の計画に

記載された工作物（岩見沢市の建築主事又は建築

副主事の確認を受けた工作物の計画に記載され

た工作物を除く。）を変更する場合 

１件につき １８，０

００円 

４ 建築物に関する完了検査申請又は完了通知に係る手数料 

(1) 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの １件につき ２０，０

００円 

（当該申請に係る建築

物が建築基準法施行令

第１０条第１号、第３

号又は第４号に掲げる

建築物である場合（以

下「検査の特例の場合」

という。）にあっては、

１５，０００円） 

(2) 床面積の合計が３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

１件につき ２４，０

００円 



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 手 数 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№４ 

現               行 改       正       後 

（検査の特例の場合に

あっては、１８，００

０円） 

(3) 床面積の合計が１００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のもの 

１件につき ２７，０

００円 

（検査の特例の場合に

あっては、２２，００

０円） 

(4) 床面積の合計が２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のもの 

１件につき ３５，０

００円 

（検査の特例の場合に

あっては、３１，００

０円） 

(5) 床面積の合計が５００平方メートルを超える

もの 

１件につき ５７，０

００円 

備考 

１ 床面積の合計は、建築物を建築した場合にあっては当該建築物に係る

部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては当該移

転に係る部分の床面積の２分の１について算定する。 

 

２ 略 

（検査の特例の場合に

あっては、１８，００

０円） 

(3) 床面積の合計が１００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のもの 

１件につき ３２，０

００円 

（検査の特例の場合に

あっては、２２，００

０円） 

(4) 床面積の合計が２００平方メートルを超え、

３００平方メートル以内のもの 

１件につき ４２，０

００円 

 

 

 

(5) 床面積の合計が３００平方メートルを超える

もの 

１件につき ６８，０

００円 

備考 

１ 床面積の合計は、建築物を建築した場合にあっては当該建築物に係る

部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕

若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様

替に係る部分の床面積の２分の１について算定する。 

２ 略 



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 手 数 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№５ 

現               行 改       正       後 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 工作物に関する完了検査申請又は完了通知に係る手数料 

(1) 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 １件につき １４，０

００円 

(2) 岩見沢市の建築主事若しくは建築副主事の確

認を受けていない工作物の計画に記載された工

作物又は岩見沢市の建築主事若しくは建築副主

事の確認を受けた工作物の計画に記載されてい

１件につき ２０，０

００円 

５ 建築設備に関する完了検査申請又は完了通知に係る手数料 

(1) 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 １件につき １８，０

００円 

(2) 岩見沢市の建築主事若しくは建築副主事の

確認を受けていない建築設備の計画に記載され

た建築設備又は岩見沢市の建築主事若しくは建

築副主事の確認を受けた建築設備の計画に記載

されていない建築設備の場合 

１件につき ２５，０

００円 

(3) 建築設備の計画の変更により、岩見沢市の建

築主事又は建築副主事の確認を受けた建築設備

の計画に記載された建築設備を変更したことが

ある当該建築設備の場合（当該計画の変更につ

いて岩見沢市の建築主事又は建築副主事の確認

を受けていない場合に限る。） 

１件につき １９，０

００円 

６ 工作物に関する完了検査申請又は完了通知に係る手数料 

(1) 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 １件につき １４，０

００円 

(2) 岩見沢市の建築主事若しくは建築副主事の

確認を受けていない工作物の計画に記載された

工作物又は岩見沢市の建築主事若しくは建築副

主事の確認を受けた工作物の計画に記載されて

１件につき ２０，０

００円 



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 手 数 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№６ 

現               行 改       正       後 

ない工作物の場合 

(3) 工作物の計画の変更により、岩見沢市の建築

主事又は建築副主事の確認を受けた工作物の計

画に記載された工作物を変更したことがある当

該工作物の場合（当該計画の変更について岩見沢

市の建築主事又は建築副主事の確認を受けてい

ない場合に限る。） 

１件につき １５，０

００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 指定確認検査機関又は北海道の建築主事若しくは建築副主事の確認を受

けた建築物に係る手数料に加算する金額 

(1) 岩見沢市の建築主事又は建築副主事の確認を受けていない建築物の

計画の変更又は当該計画に係る建築物の工事の完了に係る検査の申請

をする場合 次に掲げる当該申請又は通知に係る建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）第６条第１項後段の規定により変更する前の計画に

係る建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積（建築物を移転

いない工作物の場合 

(3) 工作物の計画の変更により、岩見沢市の建築

主事又は建築副主事の確認を受けた工作物の計

画に記載された工作物を変更したことがある当

該工作物の場合（当該計画の変更について岩見

沢市の建築主事又は建築副主事の確認を受けて

いない場合に限る。） 

１件につき １５，０

００円 

７ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第２条第１

項第１号イ又はロに掲げる基準に適合するかどうかの審査をする場合に

加算する金額 

(1) 一戸建ての住宅 

 

１件につき ７，５０

０円 

(2) 共同住宅（長屋等を含む。） １件につき ３０，０

００円 

８ 指定確認検査機関又は北海道の建築主事若しくは建築副主事の確認を受

けた建築物に係る手数料に加算する金額 

(1) 岩見沢市の建築主事又は建築副主事の確認を受けていない建築物の

計画の変更又は当該計画に係る建築物の工事の完了に係る検査の申請

をする場合 次に掲げる当該申請又は通知に係る建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）第６条第１項後段の規定により変更する前の計画に

係る建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積（建築物を移転



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 手 数 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№７ 

現               行 改       正       後 

し、その大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては、当該

移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の２分の１）の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 床面積の合計が３０平方メートル以内のも

の 

１件につき ６，００

０円 

（確認の特例の場合に

あっては、４，０００

円） 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

１件につき １４，０

００円 

（確認の特例の場合に

あっては、１０，００

０円） 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のもの 

１件につき ２７，０

００円 

（確認の特例の場合に

あっては、２１，００

０円） 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のもの 

１件につき ３９，０

００円 

（確認の特例の場合に

し、その大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては、当該

移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の２分の１）の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 床面積の合計が３０平方メートル以内のも

の 

１件につき ６，００

０円 

（確認の特例の場合に

あっては、４，０００

円） 

 イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

１件につき １４，０

００円 

（確認の特例の場合に

あっては、１０，００

０円） 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のもの 

１件につき ２７，０

００円 

（確認の特例の場合に

あっては、２１，００

０円） 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のもの 

１件につき ３９，０

００円 

（確認の特例の場合に
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あっては、３１，００

０円） 

オ 床面積の合計が５００平方メートルを超え

るもの 

１件につき ７１，０

００円 

 (2) 前号以外の場合 次に掲げる当該申請又は通知の直前の計画の変更

に係る建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積（建築物を建築

する場合（移転する場合を除く。）にあっては当該計画の変更に係る部分

の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部

分の床面積）、建築物を移転し、その大規模の修繕又は大規模の模様替を

する場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１）の合

計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  ア 床面積の合計が３０平方メートル以内のも

の 

１件につき ６，００

０円 

（確認の特例の場合に

あっては、４，０００

円） 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

１件につき １４，０

００円 

（確認の特例の場合に

あっては、１０，００

０円） 

あっては、３１，００

０円） 

オ 床面積の合計が５００平方メートルを超え

るもの 

１件につき ７１，０

００円 

 (2) 前号以外の場合 次に掲げる当該申請又は通知の直前の計画の変更

に係る建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積（建築物を建築

する場合（移転する場合を除く。）にあっては当該計画の変更に係る部分

の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部

分の床面積）、建築物を移転し、その大規模の修繕又は大規模の模様替を

する場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１）の合

計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  ア 床面積の合計が３０平方メートル以内のも

の 

１件につき ６，００

０円 

（確認の特例の場合に

あっては、４，０００

円） 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

１件につき １４，０

００円 

（確認の特例の場合に

あっては、１０，００

０円） 
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ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のもの 

１件につき ２７，０

００円 

（確認の特例の場合に

あっては、２１，００

０円） 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のもの 

１件につき ３９，０

００円 

（確認の特例の場合に

あっては、３１，００

０円） 

オ 床面積の合計が５００平方メートルを超え

るもの 

１件につき ７１，０

００円 

６ 仮設興行場等建築許可申請手数料 

 

 

 

１件につき １３０，

０００円 

７ 道路位置指定申請手数料 １件につき ７４，６

００円 

８ 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数

料 

１件につき ５０，０

００円 

９ 既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の１件につき ７０，０

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のもの 

１件につき ２７，０

００円 

（確認の特例の場合に

あっては、２１，００

０円） 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のもの 

１件につき ３９，０

００円 

（確認の特例の場合に

あっては、３１，００

０円） 

オ 床面積の合計が５００平方メートルを超え

るもの 

１件につき ７１，０

００円 

９ 仮設興行場等建築許可申請手数料 １件につき １３０，

０００円 

１０ 仮使用認定申請手数料 １件につき １３０，

０００円 

１１ 道路位置指定申請手数料 １件につき ７４，６

００円 

１２ 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数

料 

１件につき ５０，０

００円 

１３ 既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の１件につき ７０，０
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接道制限適用除外範囲認定申請手数料 ００円 

１０ 既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の

道路内の建築制限適用除外範囲認定申請手数料 

１件につき ７０，０

００円 

１１ 複数建築物の認定及び認定の取消し手数料 

(1) 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 

 ア 建築物の数が２のもの ９４，４００円

イ 建築物の数が３以上のもの ９４，４００円に２を

超える建築物の数に３

７，５００円を乗じて

得た額を加算した額 

(2) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手

数料 

 ア 建築物（既存建築物を除く。以下この号にお

いて同じ。）の数が１のもの 

９４，４００円

イ 建築物の数が２以上のもの ９４，４００円に１を

超える建築物の数に３

７，５００円を乗じて

得た額を加算した額 

(3) 同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 

 ア 建築物（同一敷地内建築物を除く。以下この

号において同じ。）の数が１のもの 

９４，４００円

接道制限適用除外範囲認定申請手数料 ００円 

１４ 既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の

道路内の建築制限適用除外範囲認定申請手数料 

１件につき ７０，０

００円 

１５ 複数建築物の認定及び認定の取消し手数料 

(1) 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 

 ア 建築物の数が２のもの ９４，４００円

イ 建築物の数が３以上のもの ９４，４００円に２を

超える建築物の数に３

７，５００円を乗じて

得た額を加算した額 

(2) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手

数料 

 ア 建築物（既存建築物を除く。以下この号にお

いて同じ。）の数が１のもの 

９４，４００円

イ 建築物の数が２以上のもの ９４，４００円に１を

超える建築物の数に３

７，５００円を乗じて

得た額を加算した額 

(3) 同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 

 ア 建築物（同一敷地内建築物を除く。以下この

号において同じ。）の数が１のもの 

９４，４００円
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イ 建築物の数が２以上のもの ９４，４００円に１を

超える建築物の数に３

７，５００円を乗じて

得た額を加算した額 

(4) 複数建築物の認定の取消し申請手数料 １６，２００円に現に

存する建築物の数に１

３，５００円を乗じて

得た額を加算した額 

(5) 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく

建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は

高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手

数料 

６９，５００円

略 

低炭素建築物等認定申請手数料 

１ 低炭素建築物等認定申請手数料 

(1)～(3) 略 

(4) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定

を申請する場合 次に掲げる当該申請の場合に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

 ア 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を

モデル建物法（建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮

イ 建築物の数が２以上のもの ９４，４００円に１を

超える建築物の数に３

７，５００円を乗じて

得た額を加算した額 

(4) 複数建築物の認定の取消し申請手数料 １６，２００円に現に

存する建築物の数に１

３，５００円を乗じて

得た額を加算した額 

(5) 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく

建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は

高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手

数料 

６９，５００円

略 

低炭素建築物等認定申請手数料 

１ 低炭素建築物等認定申請手数料 

(1)～(3) 略 

(4) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定

を申請する場合 次に掲げる当該申請の場合に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

 ア 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能

をモデル建物法（建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を
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定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入され

る外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネ

ルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。次項第５

号アにおいて同じ。）で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該

申請に係る１棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

１１８，０００円

（建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関

する法律（平成２７年

法律第５３号）第１５

条第１項に規定する登

録建築物エネルギー消

費性能判定機関による

技術的審査（以下この

項及び次項並びに次部

において「判定機関審

査」という。）を受けた

場合にあっては、１４，

７００円） 

(ｲ) 略  

仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入さ

れる外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエ

ネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。次項第

５号アにおいて同じ。）で計算して認定を申請する場合 次に掲げる

当該申請に係る１棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積

の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

１１８，０００円

（建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関

する法律（平成２７年

法律第５３号）第１４

条第１項に規定する登

録建築物エネルギー消

費性能判定機関による

技術的審査（以下この

項及び次項並びに次部

において「判定機関審

査」という。）を受けた

場合にあっては、１４，

７００円） 

(ｲ) 略  
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イ 略 

 (ｱ)及び(ｲ) 略  

備考 

１～３ 略 

２ 略 

建築物エネルギー消費性能向上計画等認定申請手数料 

１ 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 

(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画１件につき、次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号イに適

合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる

当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分（増築又は改築の場合にあ

っては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項及び次項に

おいて同じ。）（エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を

除く。イ並びに次号ア及びイにおいて同じ。）の床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

２５７，０００円

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

３２２，０００円

イ 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号ロに適

イ 略 

 (ｱ)及び(ｲ) 略  

備考 

１～３ 略 

２ 略 

建築物エネルギー消費性能向上計画等認定申請手数料 

１ 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 

(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画１件につき、次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する一の建築物を単位として

判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ

(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知す

る場合 次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分（増築

又は改築の場合にあっては当該増築又は改築に係る部分に限り、エ

ネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。以下この

項、次項及び第３項において同じ。）の床面積の合計の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

  a 床面積の合計が２００平方メートル以内

のもの 

３９，０００円 
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合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる

当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

９８，８００円

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

１２５，０００円

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る１棟

の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

１１，０００円

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

１８，９００円

(2) 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画１件につき、次に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号イに適

合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる

当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内 １３４，０００円

b 床面積の合計が２００平方メートルを超

えるもの 

 ４３，６００円

(ｲ) 基準省令第１条第１項第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及び

ロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 

次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  a 床面積の合計が２００平方メートル以内

のもの 

 ２９，３００円

b 床面積の合計が２００平方メートルを超

えるもの 

 ３２，４００円

イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又

は計画を通知する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

 (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ

(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知す

る場合 次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  a 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

 ７８，３００円

b 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

  １３０，０００円 



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 手 数 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№１５ 

現               行 改       正       後 

のもの 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

１７０，０００円

イ 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号ロに適

合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる

当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

５４，９００円

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

７２，２００円

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る１棟

の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

１１，０００円

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

１８，９００円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｲ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ

(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申

請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る１棟の

建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

   a 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

５８，１００円 

 b 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

９７，０００円 

 ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又

は計画を通知する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

 (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号イ

に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に

掲げる当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分（増築又は改築の

場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項、

次項及び第３項において同じ。）（エネルギー消費性能の算定の対象

に該当しない部分を除く。(ｲ)並びに次項ウ(ｱ)及び(ｲ)並びに第３項

ウ(ｱ)及び(ｲ)において同じ。）の床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

  a 床面積の合計が３００平方メートル以内 ２５７，０００円
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のもの 

b 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

３２２，０００円

(ｲ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号ロ

に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に

掲げる当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  a 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

９８，８００円

b 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

１２５，０００円

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係

る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

  a 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

１１，０００円

b 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

１８，９００円

 備考 

１ 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する部分及び共同住宅以外の用

途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計
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画を通知する場合は、それぞれの部分につき、ア及びウに規定する金額

を合計した金額とする。 

２ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有

する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合

は、それぞれの部分につき、イ及びウに規定する金額を合計した金額と

する。 

２ 建築物エネルギー消費性能適合性判定変更手数料 

(1) 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画１件につき、次に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する一の建築物を単位として

判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

  (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ

(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知す

る場合 次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床

面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

   a 床面積の合計が２００平方メートル以内

のもの 

２２，５００円

  b 床面積の合計が２００平方メートルを超

えるもの 

２４，８００円

 (ｲ) 基準省令第１条第１項第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及
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びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場

合 次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積

の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

   a 床面積の合計が２００平方メートル以内

のもの 

１７，７００円

 b 床面積の合計が２００平方メートルを超

えるもの 

１９，２００円

イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又

は計画を通知する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

  (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ

(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知す

る場合 次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  a 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

４４，９００円

b 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

７７，２００円

 (ｲ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ

(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申

請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る１棟の
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建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

  a 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

３４，８００円

b 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

６０，７００円

ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又

は計画を通知する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

 (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号イ

に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に

掲げる当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

   a 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

１３４，０００円

b 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

１７０，０００円

 (ｲ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号ロ

に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に

掲げる当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 
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２ 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料 

  a 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

５４，９００円

b 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

７２，２００円

 (ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係

る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

  a 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

１１，０００円

b 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

１８，９００円

備考 

１ 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する部分及び共同住宅以外の用

途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計

画を通知する場合は、それぞれの部分につき、ア及びウに規定する金額

を合計した金額とする。 

２ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有

する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合

は、それぞれの部分につき、イ及びウに規定する金額を合計した金額と

する。 

３ 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料 
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(1) 軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画１件につき、次

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号イに適

合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る１棟の建築物

の非住宅部分（エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を

除く。イにおいて同じ。）の床面積の合計について、前項第２号ア(ｱ)

又は(ｲ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金

額 

イ 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号ロに適

合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る１棟の建築物

の非住宅部分の床面積の合計について、前項第２号イ(ｱ)又は(ｲ)に掲

げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 当該計画に係る１棟の建築物の

非住宅部分の床面積の合計について、前項第２号ウ(ｱ)又は(ｲ)に掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画１件につき、次

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する一の建築物を単位として

書面を交付する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

   (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ

(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画

に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について、前項第１

号ア(ｱ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の

金額 

 (ｲ) 基準省令第１条第１項第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及び

ロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る

１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について前項第１号ア(ｲ)

に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 

イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として書面を交付する

場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ

(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画

に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について、前項第１

号イ(ｱ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の

金額 
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(ｲ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号(1)

及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を受け

ていた場合 当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合

計について、前項第１号イ(ｲ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、

それぞれ当該手数料の金額 

ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として書面を交付する

場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  

 

 

 

(ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号イ

に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る１棟

の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項第１号ウ(ｱ)

に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 

 

(ｲ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号ロ

に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 当該

計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前

項第１号ウ(ｲ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該

手数料の金額 

 (ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に掲げる場合以外の場合 当該計画に係る１棟の建

築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項第１号ウ(ｳ)に掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 

備考 

１ 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する部分及び共同住宅以外の用
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３ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 

(1) 一戸建ての住宅又は複合建築物（住宅の戸数が１戸のものに限る。

ア及びイにおいて同じ。）の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額（評価機関審査を受けた

場合にあっては、７，０００円） 

 ア イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸

建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以内

のもの 

４０，４００円 

 (ｲ) 床面積の合計が２００平方メートルを超

えるもの 

４４，９００円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

途に供する部分を有する一の建築物を単位として書面を交付する場合

は、それぞれの部分につき、ア及びウに規定する金額を合計した金額と

する。 

２ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有

する一の建築物を単位として書面を交付する場合は、それぞれの部分に

つき、イ及びウに規定する金額を合計した金額とする。 

４ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 

(1) 一戸建ての住宅又は複合建築物（住宅の戸数が１戸のものに限る。

ア、イ及びウにおいて同じ。）の住宅部分の認定を申請する場合 次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額（評価機関審査を受

けた場合にあっては、７，０００円） 

 ア イ及びウに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象で

ある一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以内

のもの 

 ４０，４００円 

(ｲ) 床面積の合計が２００平方メートルを超

えるもの 

４４，９００円

イ 基準省令第１０条第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)

に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認

定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住
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イ 基準省令第１０条第２号イ（２）及びロ（２）に適合している一戸

建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 次

に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅

部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以内

のもの 

２１，６００円

(ｲ) 床面積の合計が２００平方メートルを超

えるもの 

２３，２００円

(2) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物（住宅の戸数が１

戸のものを除く。次号において同じ。）の住宅部分の認定を申請する場

合（次号に掲げる場合を除く。） 当該申請に係る１棟の建築物の共同

住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定め

る金額を加えた金額（住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第

１４条第２項第２号に掲げる住宅にあっては、アに定める金額） 

 

宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以内

のもの 

３０，６００円

(ｲ) 床面積の合計が２００平方メートルを超

えるもの 

３３，７００円

 ウ 基準省令第１０条第２号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建て

の住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 次に

掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅

部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以内

のもの 

２１，６００円

(ｲ) 床面積の合計が２００平方メートルを超

えるもの 

２３，２００円

(2) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物（住宅の戸数が１

戸のものを除く。第３号及び第４号において同じ。）の住宅部分の認定

を申請する場合（第３号及び第４号に掲げる場合を除く。） 当該申請

に係る１棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、

アに定める金額にイに定める金額を加えた金額（住戸以外の部分を有さ

ない建築物又は基準省令第１４条第２項第２号に掲げる住宅にあって

は、アに定める金額） 
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 ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅

部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの ７９，７００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、

１２，２００円） 

 (ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの １３１，０００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、

２４，２００円） 

 イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建

築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

  (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

７９，７００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

  (ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

１３１，０００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、２

４，２００円） 

 ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住

宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの ７９，７００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、

１２，２００円） 

 (ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの １３１，０００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、

２４，２００円） 

 イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合

建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

７９，７００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

 (ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

１３１，０００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、２

４，２００円） 
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(3) 基準省令第１０条第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に

適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅

部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る１棟の建築物の共同

住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定め

る金額を加えた金額（住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、ア

に定める金額） 

 ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住

宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの ５９，４００円 

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 住宅の戸数が５戸以上１５戸以内のもの ９８，８００円 

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、２

４，２００円） 

 イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合

建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

  (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

５９，４００円 

（評価機関審査を受け
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(3) 基準省令第１０条第２号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等

の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請す

る場合 当該申請に係る１棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の

住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額（住

戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額） 

 ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅

部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの ３９，２００円

（評価機関審査を受

けた場合にあって

は、１２，２００円）

(ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの ６６，５００円

（評価機関審査を受

けた場合にあって

は、２４，２００円）

た場合にあっては、１

２，２００円） 

 (ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

９８，８００円 

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、２

４，２００円） 

(4) 基準省令第１０条第２号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等

の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請す

る場合 当該申請に係る１棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の

住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額（住

戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額） 

 ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住

宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの ３９，２００円

（評価機関審査を受

けた場合にあって

は、１２，２００円）

(ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの ６６，５００円

（評価機関審査を受

けた場合にあって

は、２４，２００円）
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 イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建

築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

３９，２００円

（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

１２，２００円） 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

６６，５００円

（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

２４，２００円） 

(4) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定

を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額 

  ア 基準省令第１０条第１号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の

用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請す

る場合 次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物又は複合建築物の非

住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

２５９，０００円

（判定機関審査を受

 イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合

建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

３９，２００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

６６，５００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、２

４，２００円） 

 (5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定

を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額 

 ア 基準省令第１０条第１号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外

の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申

請する場合 次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物又は複合建築

物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

２５９，０００円

（判定機関審査を受け
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けた場合にあっては、

１２，２００円） 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

３２４，０００円

（判定機関審査を受

けた場合にあっては、

２０，１００円） 

 イ 基準省令第１０条第１号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の

用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請す

る場合 次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物又は複合建築物の非

住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

１００，０００円

（判定機関審査を受

けた場合にあっては、

１２，２００円） 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

１２６，０００円

（判定機関審査を受

けた場合にあっては、

２０，１００円） 

備考 

１ 複合建築物（住宅の戸数が１戸のものに限る。）の全体の認定を申請

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

３２４，０００円

（判定機関審査を受け

た場合にあっては、２

０，１００円） 

 イ 基準省令第１０条第１号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外

の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申

請する場合 次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物又は複合建築

物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

１００，０００円

（判定機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

１２６，０００円

（判定機関審査を受け

た場合にあっては、２

０，１００円） 

備考 

１ 複合建築物（住宅の戸数が１戸のものに限る。）の全体の認定を申請
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する場合は、第１号及び第４号に規定する金額を合計した金額とする。

２ 複合建築物（住宅の戸数が１戸のものを除く。）の全体の認定を申請

する場合は、第２号及び第４号又は第３号及び第４号に規定する金額を

合計した金額とする。 

３ 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律第３４条第３項各号に掲げる事項が記載さ

れている場合にあっては、同項に規定する申請建築物（以下この項及び

次項において「申請建築物」という。）及び同条第３項に規定する他の

建築物（次項において「他の建築物」という。）のそれぞれについてこ

の項の規定により算定した金額を合計した金額とする。 

４ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３５条第２項

の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築

物に関する確認申請又は計画通知に係る手数料の項の規定により算定

した金額（申請建築物に係る手数料の金額に限る。）を加算した金額と

する。 

４ 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 

(1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更

のみの場合 

１棟につき １，００

０円 

(2) 一戸建ての住宅又は複合建築物（住宅の戸数が１戸のものに限る。

ア及びイにおいて同じ。）の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額（評価機関審査を受

する場合は、第１号及び第５号に規定する金額を合計した金額とする。

２ 複合建築物（住宅の戸数が１戸のものを除く。）の全体の認定を申請

する場合は、第２号及び第５号、第３号及び第５号又は第４号及び第５

号に規定する金額を合計した金額とする。 

３ 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載さ

れている場合にあっては、同項に規定する申請建築物（以下この項及び

次項において「申請建築物」という。）及び同条第３項に規定する他の

建築物（次項において「他の建築物」という。）のそれぞれについてこ

の項の規定により算定した金額を合計した金額とする。 

４ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３０条第２項

の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築

物に関する確認申請又は計画通知に係る手数料の項の規定により算定

した金額（申請建築物に係る手数料の金額に限る。）を加算した金額と

する。 

５ 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 

(1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更

のみの場合 

１棟につき １，００

０円 

(2) 一戸建ての住宅又は複合建築物（住宅の戸数が１戸のものに限る。

ア、イ及びウにおいて同じ。）の住宅部分の変更認定を申請する場合 次

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額（評価機関審査を
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けた場合にあっては、７，０００円） 

 ア イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸

建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以内

のもの 

２３，８００円

 (ｲ) 床面積の合計が２００平方メートルを超

えるもの 

２６，０００円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 基準省令第１０条第２号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての

住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に

掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部

分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

受けた場合にあっては、７，０００円） 

 ア イ及びウに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象で

ある一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以内

のもの 

 ２３，８００円

 (ｲ) 床面積の合計が２００平方メートルを超

えるもの 

２６，０００円

イ 基準省令第１０条第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)

に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変

更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建て

の住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以内

のもの 

１９，０００円 

(ｲ) 床面積の合計が２００平方メートルを超

えるもの 

 ２０，６００円 

ウ 基準省令第１０条第２号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建て

の住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 

次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の

住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 
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 (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以内

のもの 

１４，０００円

 (ｲ) 床面積の合計が２００平方メートルを超

えるもの 

１４，８００円

(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物（住宅の戸数が１

戸のものを除く。次号において同じ。）の住宅部分の変更認定を申請す

る場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該申請に係る１棟の建築物の

共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに

定める金額を加えた金額（住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省

令第１４条第２項第２号に掲げる住宅にあっては、アに定める金額） 

  

 ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅

部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの ４６，０００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの ７８，１００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、２

４，２００円） 

 (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以内

のもの 

１４，０００円

 (ｲ) 床面積の合計が２００平方メートルを超

えるもの 

 １４，８００円

(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物（住宅の戸数が１

戸のものを除く。第４号及び第５号において同じ。）の住宅部分の変更

認定を申請する場合（第４号及び第５号に掲げる場合を除く。） 当該

申請に係る１棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分につ

いて、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額（住戸以外の部分

を有さない建築物又は基準省令第１４条第２項第２号に掲げる住宅に

あっては、アに定める金額） 

 ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住

宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの ４６，０００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの ７８，１００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、２

４，２００円） 



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 手 数 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№３３ 

現               行 改       正       後 

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建

築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

４６，０００円 

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

７８，１００円 

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、２

４，２００円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合

建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

４６，０００円 

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

７８，１００円 

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、２

４，２００円） 

(4) 基準省令第１０条第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に

適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅

部分に係る変更認定を申請する場合 当該申請に係る１棟の建築物の

共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに

定める金額を加えた金額（住戸以外の部分を有さない建築物にあって

は、アに定める金額） 

 ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住

宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの ３６，２００円

（評価機関審査を受け
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(4) 基準省令第１０条第２号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等

の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申

請する場合 当該申請に係る１棟の建築物の共同住宅等又は複合建築

物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの ６２，４００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、２

４，２００円） 

 イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合

建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

３６，２００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

６２，４００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、２

４，２００円） 

(5) 基準省令第１０条第２号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等

の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申

請する場合 当該申請に係る１棟の建築物の共同住宅等又は複合建築

物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 手 数 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№３５ 

現               行 改       正       後 

（住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額） 

 ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅

部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの ２５，４００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの ４５，１００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、２

４，２００円） 

 イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建

築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

２５，４００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

４５，１００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、２

（住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額） 

 ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住

宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの ２５，４００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの ４５，１００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、２

４，２００円） 

 イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合

建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

２５，４００円 

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

４５，１００円

（評価機関審査を受け

た場合にあっては、２
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４，２００円） 

(5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更

認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

 ア 基準省令第１０条第１号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の

用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申

請する場合 次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物又は複合建築物

の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

１３５，０００円

（判定機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

１７２，０００円

（判定機関審査を受け

た場合にあっては、２

０，１００円） 

  イ 基準省令第１０条第１号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の

用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申

請する場合 次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物又は複合建築物

の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

４，２００円） 

(6) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更

認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

 ア 基準省令第１０条第１号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外

の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定

を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物又は複合

建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

１３５，０００円

（判定機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

１７２，０００円

（判定機関審査を受け

た場合にあっては、２

０，１００円） 

 イ 基準省令第１０条第１号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外

の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定

を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物又は複合

建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定め



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 手 数 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№３７ 

現               行 改       正       後 

 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

５６，２００円

（判定機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

７３，６００円

（判定機関審査を受け

た場合にあっては、２

０，１００円） 

(6) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな建築物を他の建築

物として記載して変更認定を申請する場合 前項（備考第３項及び備考

第４項を除く。）の規定の例により算定した金額 

備考 

１ 複合建築物（住宅の戸数が１戸のものに限る。）の全体の変更認定を

申請する場合は、第２号及び第５号に規定する金額を合計した金額とす

る。 

２ 複合建築物（住宅の戸数が１戸のものを除く。）の全体の変更認定を

申請する場合は、第３号及び第５号又は第４号及び第５号に規定する金

額を合計した金額とする。 

３ 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する法律第３４条第３項各号に掲げる事項が記

る金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以内

のもの 

５６，２００円

（判定機関審査を受け

た場合にあっては、１

２，２００円） 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを超

えるもの 

７３，６００円

（判定機関審査を受け

た場合にあっては、２

０，１００円） 

(7) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな建築物を他の建築

物として記載して変更認定を申請する場合 前項（備考第３項及び備考

第４項を除く。）の規定の例により算定した金額 

備考 

１ 複合建築物（住宅の戸数が１戸のものに限る。）の全体の変更認定を

申請する場合は、第２号及び第６号に規定する金額を合計した金額とす

る。 

２ 複合建築物（住宅の戸数が１戸のものを除く。）の全体の変更認定を

申請する場合は、第３号及び第６号、第４号及び第６号又は第５号及び

第６号に規定する金額を合計した金額とする。 

３ 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 手 数 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№３８ 

現               行 改       正       後 

載されている場合にあっては、当該計画の変更に係る建築物１棟ごとに

この項の規定により算定した金額を合計した金額とする。 

４ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３６条第２項

において準用する同法第３５条第２項の規定による申出をする場合に

あっては、この項に規定する金額に建築物に関する確認申請又は計画通

知に係る手数料の項の規定により算定した金額（申請建築物に係る手数

料の金額に限る。）を加算した金額とする。 

５ 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 

(1) 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する一の建築物を単位として認

定を申請する場合（当該申請に係る建築物が基準省令第１条第１項第２

号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。） 

次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

 ア 床面積の合計が２００平方メートル以内のも

 の 

３９，０００円

（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

５，６００円） 

イ 床面積の合計が２００平方メートルを超える

もの 

４３，６００円

（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

５，６００円） 

載されている場合にあっては、当該計画の変更に係る建築物１棟ごとに

この項の規定により算定した金額を合計した金額とする。 

４ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３１条第２項

において準用する同法第３０条第２項の規定による申出をする場合に

あっては、この項に規定する金額に建築物に関する確認申請又は計画通

知に係る手数料の項の規定により算定した金額（申請建築物に係る手数

料の金額に限る。）を加算した金額とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 手 数 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№３９ 

現               行 改       正       後 

 (2) 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する一の建築物を単位として認

定を申請する場合（前号に掲げる場合を除く。） 次に掲げる当該申請

に係る１棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額 

 ア 床面積の合計が２００平方メートル以内のも

の 

２０，１００円

（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

５，６００円） 

イ 床面積の合計が２００平方メートルを超える

もの 

２１，６００円

（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

５，６００円） 

 (3) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場

合（当該申請に係る建築物が基準省令第１条第１項第２号イ(1)及びロ

(1)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。） 次に掲げる当該

申請に係る１棟の建築物の床面積（ただし、基準省令第５条第３項第２

号の住宅については、共用部分の床面積を除く。）の合計の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

 ア 床面積の合計が３００平方メートル以内のも

の 

７８，３００円

（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 手 数 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№４０ 

現               行 改       正       後 

１０，９００円） 

イ 床面積の合計が３００平方メートルを超える

もの 

１３０，０００円

（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

２２，９００円） 

 (4) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場

合（前号に掲げる場合を除く。） 次に掲げる当該申請に係る１棟の建

築物の床面積（ただし、基準省令第５条第３項第２号の住宅については、

共用部分の床面積を除く。）の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額 

 ア 床面積の合計が３００平方メートル以内のも

の 

３７，５００円

（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

１０，９００円） 

イ 床面積の合計が３００平方メートルを超える

もの 

６４，６００円

（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

２２，９００円） 

 (5) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場

合（当該申請に係る建築物が基準省令第１条第１項第１号イに適合して

いる旨の認定を申請する場合に限る。） 次に掲げる当該申請に係る１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 手 数 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№４１ 

現               行 改       正       後 

棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 床面積の合計が３００平方メートル以内のも

の 

２５７，０００円

（判定機関審査を受

けた場合にあっては、

１０，９００円） 

イ 床面積の合計が３００平方メートルを超える

もの 

３２２，０００円

（判定機関審査を受

けた場合にあっては、

１８，７００円） 

 (6) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場

合（当該申請に係る建築物が基準省令第１条第１項第１号ロに適合して

いる旨の認定を申請する場合に限る。） 次に掲げる当該申請に係る１

棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 床面積の合計が３００平方メートル以内のも

の 

９８，８００円

（判定機関審査を受

けた場合にあっては、

１０，９００円） 

イ 床面積の合計が３００平方メートルを超える

もの 

１２５，０００円

（判定機関審査を受

けた場合にあっては、

１８，７００円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 手 数 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№４２ 

現               行 改       正       後 

 備考 

１ 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する部分及び共同住宅以外の用

途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合

は、それぞれの部分につき第１号又は第２号に規定する金額及び第５号

又は第６号に規定する金額を合計した金額とする。 

２ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有

する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分に

つき第３号又は第４号に規定する金額及び第５号又は第６号に規定す

る金額を合計した金額とする。 

略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略  
 

 



議案第１０号 岩見沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等新旧対照表 
№１ 

現               行 改       正       後 

※ 第１条関係（岩見沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例） 

 

（食事の提供の特例） 

第１６条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第１

項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食

事の提供について、次項に規定する施設（以下「搬入施設」という。）にお

いて調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。

この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当

該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うこと

が必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなけれ

ばならない。 

(1) 略 

(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市町村（特別区

を含む。第２１条第２項において同じ。）等の栄養士により、献立等につ

いて栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要

な配慮が行われること。 

(3)～(5) 略 

２ 略 

 

 

※ 第１条関係（岩見沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例） 

 

（食事の提供の特例） 

第１６条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第１

項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食

事の提供について、次項に規定する施設（以下「搬入施設」という。）にお

いて調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。

この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当

該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うこと

が必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなけれ

ばならない。 

(1) 略 

(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市町村（特別区

を含む。第２１条第２項において同じ。）等の栄養士又は管理栄養士によ

り、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄

養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。 

(3)～(5) 略 

２ 略 

 

 



議案第１０号 岩見沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等新旧対照表 
№２ 

現               行 改       正       後 

※ 第２条関係（岩見沢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例） 

 

（従業者の員数） 

第１５１条 略 

２～１２ 略 

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サ

ービス等基準第９３条第 1 項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下

同じ。)、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護事業所

又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地

域密着型介護予防サービス基準条例第５条第 1 項に規定する併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合におい

ては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員につ

いては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しく

は管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切

に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

 

１４～１７ 略 

 

 

 

※ 第２条関係（岩見沢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例） 

 

（従業者の員数） 

第１５１条 略 

２～１２ 略 

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サ

ービス等基準第９３条第 1 項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下

同じ。)、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護事業所

又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地

域密着型介護予防サービス基準条例第５条第 1 項に規定する併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合におい

ては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又

は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生

活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業

所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かない

ことができる。 

１４～１７ 略 

 



議案第１１号 岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例新旧対照表 
№１ 

現               行 改       正       後 

別表第１（第１６条関係） 

手数料の種類 取扱区分 手数料の額 

家庭系廃棄物 

処理手数料 

燃やせるごみ 

燃やせないごみ 

規則で定める指定袋（以下

「指定袋」という。）で排

出されたもの 

指定袋の容

量１リット

ルにつき 

２円 

略 

処理施設搬入 家庭系廃棄物のうち燃や

せるごみ、燃やせないご

み、枝木類又は大型ごみを

市の処理施設へ搬入し、市

が処分するとき。 

１０キログ

ラムにつき 

１００円 

事業系廃棄物 

処理手数料 

事業系一般廃棄物（事業系資源ごみを除く。）

を市の処理施設へ搬入し、市が処分すると

き。 

１０キログ

ラムにつき 

１００円 

略 

備考 略 

 

 

 

 

別表第１（第１６条関係） 

手数料の種類 取扱区分 手数料の額 

家庭系廃棄物 

処理手数料 

燃やせるごみ 

燃やせないごみ 

規則で定める指定袋（以下

「指定袋」という。）で排

出されたもの 

指定袋の容

量１リット

ルにつき 

３円 

略 

処理施設搬入 家庭系廃棄物のうち燃や

せるごみ、燃やせないご

み、枝木類又は大型ごみを

市の処理施設へ搬入し、市

が処分するとき。 

１０キログ

ラムにつき 

１５０円 

事業系廃棄物 

処理手数料 

事業系一般廃棄物（事業系資源ごみを除く。）

を市の処理施設へ搬入し、市が処分すると 

き。 

１０キログ

ラムにつき 

１５０円 

略 

備考 略 

 



議 案 第 １ ２ 号  岩 見 沢 市 国 民 健 康 保 険 条 例 新 旧 対 照 表  
№１ 

現               行 改       正       後 

（基礎賦課限度額） 

第１４条の６ 第１１条の基礎賦課額は、６５万円を超えることができない。 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１４条の６の１０ 第１４条の６の３の後期高齢者支援金等賦課額は、２４

万円を超えることができない。 

（低所得者の保険料の減額） 

第２２条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のう

ち基礎賦課額は、第１１条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める

額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５万円を超える場合には、６

５万円）とする。 

(1) 略 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、税法第３１４条の２第２項第１号 

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在

において当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２

９万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納付義務者（前号に該当

する者を除く。） 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課

（基礎賦課限度額） 

第１４条の６ 第１１条の基礎賦課額は、６６万円を超えることができない。 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１４条の６の１０ 第１４条の６の３の後期高齢者支援金等賦課額は、２６

万円を超えることができない。 

（低所得者の保険料の減額） 

第２２条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のう

ち基礎賦課額は、第１１条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める

額を減額して得た額（当該減額して得た額が６６万円を超える場合には、６

６万円）とする。 

(1) 略 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、税法第３１４条の２第２項第１号 

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在

において当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき３

０万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納付義務者（前号に該当

する者を除く。） 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課
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額の被保険者均等割額の算定の対象となるものの数を乗じて得た額とイに

掲げる額とを合算した額 

ア及びイ 略 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在

において当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５

４万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納付義務者（前２号に該

当する者を除く。） 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のう

ち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア及びイ 略 

２ 略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の６の３」と、「６５万円」

とあるのは「２４万円」と、第２項中「第１４条」とあるのは「第１４条の

額の被保険者均等割額の算定の対象となるものの数を乗じて得た額とイに

掲げる額とを合算した額 

ア及びイ 略 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在

において当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５

６万円を加算した金額を超えない世帯に係る納付義務者（前２号に該当す

る者を除く。） 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のう

ち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア及びイ 略 

２ 略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の６の３」と、「６６万円」

とあるのは「２６万円」と、第２項中「第１４条」とあるのは「第１４条の
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６の５」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」

と、「第１１条」とあるのは「第１４条の８」と、「６５万円」とあるのは「１

７万円」と、第２項中「第１４条」とあるのは「第１４条の１０」と読み替

えるものとする。 

（出産被保険者の保険料の減額） 

第２２条の５ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施行

令第２９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）が

ある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のう

ち基礎賦課額は、第１１条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して

得た額（当該減額して得た額が６５万円を超える場合には、６５万円）とす

る（第５項に掲げる場合を除く。）。 

(1)及び(2) 略 

２ 略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の６の３」と、「６５万円」

とあるのは「２４万円」と、前項中「第１４条」とあるのは「第１４条の６

の５」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

６の５」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」

と、「第１１条」とあるのは「第１４条の８」と、「６６万円」とあるのは「１

７万円」と、第２項中「第１４条」とあるのは「第１４条の１０」と読み替

えるものとする。 

（出産被保険者の保険料の減額） 

第２２条の５ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施行

令第２９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）が

ある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のう 

ち基礎賦課額は、第１１条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して

得た額（当該減額して得た額が６６万円を超える場合には、６６万円）とす

る（第５項に掲げる場合を除く。）。 

(1)及び(2) 略 

２ 略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の６の３」と、「６６万円」

とあるのは「２６万円」と、前項中「第１４条」とあるのは「第１４条の６

の５」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。
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この場合において、第１項中「規定する出産被保険者をいう。以下に同じ。」

とあるのは「規定する出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限

る。）をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の８」と、「６５万

円」とあるのは「１７万円」と、第２項中「第１４条」とあるのは「第１４

条の１０」と読み替えるものとする。 

５ 当該年度において、第２２条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付

義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第

１１条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が６５万円を超える場合には、６５万円）とする。 

(1)及び(2) 略 

６ 略 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の６の３」と、「６５万円」

とるのは「２４万円」と、前項中「第１４条」とあるのは「第１４条の６の

５」と読み替えるものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第５項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者（介

護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。）」と、「基

この場合において、第１項中「規定する出産被保険者をいう。以下に同じ。」

とあるのは「規定する出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限

る。）をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の８」と、「６６万

円」とあるのは「１７万円」と、第２項中「第１４条」とあるのは「第１４

条の１０」と読み替えるものとする。 

５ 当該年度において、第２２条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付

義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第

１１条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が６６万円を超える場合には、６６万円）とする。 

(1)及び(2) 略 

６ 略 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の６の３」と、「６６万円」

とるのは「２６万円」と、前項中「第１４条」とあるのは「第１４条の６の

５」と読み替えるものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第５項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者（介

護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。）」と、「基
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礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第

１４条の８」と、「６５万円」とあるのは「１７万円」と、第６項中「第１４

条」とあるのは「第１４条の１０」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第

１４条の８」と、「６６万円」とあるのは「１７万円」と、第６項中「第１４

条」とあるのは「第１４条の１０」と読み替えるものとする。 
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（給水装置の種類） 

第４条 給水装置は、次の２種とする。 

(1) 専用給水装置 １戸又は１箇所で専用するもの 

(2) 略 

（専用栓の連用） 

第１１条 使用者等は、専用栓（１戸若しくは１世帯又は１箇所で専用使用する

給水装置をいう。）を目的外に使用し、又は他人に分与し、若しくは給水装置

より他へ引用する装置を設置してはならない。ただし、専用栓で間借人に使用

させる場合又は特別の理由により市長が連用（２戸若しくは２世帯又は２箇

所以上で共用する給水装置をいう。）を認めたときは、この限りでない。 

（布設工事監督者の資格） 

第３３条 法第１２条第２項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべ

き資格は、次のとおりとする。 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除

く。以下同じ。）の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生

工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令

（大正７年勅令第３８８号）による大学において土木工学科若しくはこれ

に相当する課程を修めて卒業した後、２年以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者 

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において

衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、

３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 

(3) 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程（以下「専

（給水装置の種類） 

第４条 給水装置は、次の２種とする。 

(1) 専用給水装置 １戸又は１か所で専用するもの 

(2)  略 

（専用栓の連用） 

第１１条 使用者等は、専用栓（１戸若しくは１世帯又は１か所で専用使用する

給水装置をいう。）を目的外に使用し、又は他人に分与し、若しくは給水装置

より他へ引用する装置を設置してはならない。ただし、専用栓で間借人に使用

させる場合又は特別の理由により市長が連用（２戸若しくは２世帯又は２か

所以上で共用する給水装置をいう。）を認めたときは、この限りでない。 

（布設工事監督者の資格） 

第３３条 法第１２条第２項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべ

き資格は、次のとおりとする。 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除

く。以下同じ。）又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）による大学に

おいて土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、３年以上

水道、工業用水道、下水道、道路又は河川（以下この条において「水道

等」という。）に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（１年６

か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若

しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、４年以

上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（２年以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(3) 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程（以下「専
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門職大学前期課程」という。）を含む。）若しくは高等専門学校又は旧専門学

校令（明治３６年勅令第６１号）による専門学校において土木科又はこれに

相当する課程を修めて卒業した後（専門職大学前期課程にあっては、修了し

た後）、５年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 

 

 

 

 

 

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭

和１８年勅令第３６号）による中等学校において土木科又はこれに相当す

る課程を修めて卒業した後、７年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者 

 

 

 

 

 

(5) １０年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者 

 

(6) 第１号又は第２号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科に

おいて１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又

門職大学前期課程」という。）を含む。）若しくは高等専門学校又は旧専門学

校令（明治３６年勅令第６１号）による専門学校（次号において「短期大学

等」という。）において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後

（専門職大学前期課程にあっては、修了した後）、５年以上水道等に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者（２年６か月以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程

を修めて卒業した後（専門職大学前期課程にあっては、修了した後）、６年

以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭

和１８年勅令第３６号）による中等学校（次号において「高等学校等」とい

う。）において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、７年以

上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３年６か月以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程

を修めて卒業した後、８年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者（４年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者に限る。） 

(7) １０年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者（５年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限

る。） 

(8) 第１号又は第２号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科に

おいて１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又
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は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了し

た後、第１号の卒業者にあっては１年以上、第２号の卒業者にあっては２年

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 

 

(7) 外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課程及び学科目

又は第３号若しくは第４号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、

それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得

した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者 

 

(8) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第２次

試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用

水道を選択したものに限る。）であって、１年以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者 

 

 

 

 

 

（水道技術管理者の資格） 

第３４条 法第１９条第３項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべ

き資格は、次のとおりとする。 

(1) 前条の規定により布設工事監督者となる資格を有する者 

は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了し

た後、第１号の卒業者にあっては２年以上、第２号の卒業者にあっては３年

以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（第１号の卒

業者にあっては１年以上、第２号の卒業者にあっては１年６か月以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(9) 外国の学校において、第１号から第６号までに規定する課程に相当する

課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以

上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者（それぞれ当該各号に規定

する水道等の最低経験年数の２分の１以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者に限る。） 

(10) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第２次

試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用

水道を選択したものに限る。）であって、１年以上水道等に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者（６か月以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者に限る。） 

(11) 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３４条第１項及び第２

項の規定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であっ

て、３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（１年

６か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

（水道技術管理者の資格） 

第３４条 法第１９条第３項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべ

き資格は、次のとおりとする。 

(1) 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工学科若し



議 案 第 １ ３ 号  岩 見 沢 市 水 道 事 業 給 水 条 例 新 旧 対 照 表 
№４ 

現               行 改       正       後 

 

 

 

 

 

 

(2) 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において、土木工学以外

の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当す

る学科目を修めて卒業した後（専門職大学前期課程にあっては、修了した

後）、同条第１号に規定する学校を卒業した者については４年以上、同条第

３号に規定する学校を卒業した者（専門職大学前期課程にあっては、修了し

た者）については６年以上、同条第４号に規定する学校を卒業した者につい

ては８年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 

(3) 略 

(4) 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において、工学、理学、

農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の

学科目を修めて卒業した後（専門職大学前期課程にあっては、修了した後）、

同条第１号に規定する学校を卒業した者については５年以上、同条第３号

に規定する学校を卒業した者（専門職大学前期課程にあっては、修了した

者）については７年以上、同条第４号に規定する学校を卒業した者について

は９年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(5) 外国の学校において、第２号に規定する学科目又は前号に規定する学科

目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得す

くは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（専門職大学前

期課程にあっては、修了した後）、同条第１号に規定する学校を卒業した者

については３年以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者（専門職大学

前期課程にあっては、修了した者）については５年以上、同条第５号に規定

する学校を卒業した者については７年以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者 

(2) 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において、工学、理学、

農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程（土木工学科及び

土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）を修めて卒業した後（専門職

大学前期課程にあっては、修了した後）、同条第１号に規定する学校を卒業

した者については４年以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者（専門

職大学前期課程にあっては、修了した者）については６年以上、同条第５号

に規定する学校を卒業した者については８年以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者 

(3) 略 

(4) 前条第１号、第３号及び第５号に規定する学校において、工学、理学、

農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程

を修めて卒業した後（専門職大学前期課程にあっては、修了した後）、同条

第１号に規定する学校を卒業した者については５年以上、同条第３号に規

定する学校を卒業した者（専門職大学前期課程にあっては、修了した者）に

ついては７年以上、同条第５号に規定する学校を卒業した者については９

年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(5) 外国の学校において、前条第１号若しくは第２号に規定する課程又は前

号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校に
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る程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の学校を卒業した者（専

門職大学前期課程にあっては、修了した者）ごとに規定する最低経験年数以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 

(6)  略 

 

 

 

 

 

 

 

２ １日最大給水量が１，０００立方メートル以下である専用水道については、

前項第２号中「４年以上」とあるのは「２年以上」と、「６年以上」とあるの

は「３年以上」と、「８年以上」とあるのは「４年以上」と、同項第３号中「１

０年以上」とあるのは「５年以上」と、同項第４号中「５年以上」とあるのは

「２年６箇月以上」と、「７年以上」とあるのは「３年６箇月以上」と、「９年

以上」とあるのは「４年６箇月以上」と、同項第５号中「最低経験年数以上」

とあるのは「最低経験年数の２分の１以上」と読み替えるものとする。 

 

おいて修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定す

る学校を卒業した者（専門職大学前期課程にあっては、修了した者）ごとに

規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者 

(6) 略 

(7) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に

合格した者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限

る。）であって、１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者 

(8) 建設業法施行令第３４条第１項及び第２項の規定による土木施工管理

に係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者 

２ １日最大給水量が１０，０００立方メートル以下である専用水道について

は、前項第１号中「３年以上」とあるのは「１年６か月以上」と、「５年以上」

とあるのは「２年６か月以上」と、「７年以上」とあるのは「３年６か月以上」

と、同項第２号中「４年以上」とあるのは「２年以上」と、「６年以上」とあ

るのは「３年以上」と、「８年以上」とあるのは「４年以上」と、同項第３号

中「１０年以上」とあるのは「５年以上」と、同項第４号中「５年以上」とあ

るのは「２年６か月以上」と、「７年以上」とあるのは「３年６か月以上」と、

「９年以上」とあるのは「４年６か月以上」と、同項第５号中「最低経験年数

以上」とあるのは「最低経験年数の２分の１以上」と読み替えるものとする。 

 

 


